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障害者雇用率未達成企業に対する障害者雇用の要請について 
 

～ 千葉県知事及び千葉市長と千葉労働局長の連名による雇用要請文書を発出しました ～ 

 
千葉県内企業の令和７年６月１日現在の障害者雇用状況は、雇用障害者数15,764.0人、実雇

用率 2.43％であり、ともに過去最高を更新し、障害者雇用は着実に進んでいますが、一方で、
令和７年４月に除外率※の一律１０％の引き下げがあったこと等から、法定の障害者雇用数に満

たない企業が1,749 社と増加しています（前年は1,660社）。 

令和８年７月には法定の障害者雇用率が 2.7%に引き上げられることから、一層の障害者雇用

の促進に向け、雇用する障害者の数が法定の障害者雇用数を下回る企業に対し、千葉県知事及
び千葉市長並びに千葉労働局長の連名で文書を発出し、障害者の雇用を要請しました。 

 

 ※除外率制度：障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を

控除する制度です。本制度は平成16年に廃止となっていますが、経過措置として段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。 
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【要請の概要】 

 
（１） 要請の対象は、雇用する障害者の数が、法定の障害者雇用数に達していない 

千葉県内の企業 1,749 社 
  ※令和７年６月１日現在の障害者雇用状況報告による。 

 
なお、1,749 社のうち、千葉市内の企業 417社については、千葉市長を含む 

三者による要請を行った。 
 

（２） 千葉労働局と千葉県及び千葉市との雇用対策協定に基づく取り組み。 
 

（３） 要請文書とともに、国及び千葉県、千葉市の障害者雇用支援施策等の案内を 
同封し、障害者雇用に関する支援の活用を促した。 

 
（４） 令和８年３月 17日から文書の発送を開始。 
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